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第７章 基本的な方向性Ⅱ 環境教育・学習を地域で実践「伝える」

関心を引きつけて参加を促す取組
環境教育・学習の推進にあたっては、
幅広く多岐にわたる諸情勢を適切に勘案
しつつ、私たちの生活が自然の恵みの上
に成り立っていることや、日頃の活動に
起因する環境負荷が、環境に大きな影響
を及ぼしていることを理解し、環境に関する様々な問題の本質や取組の方法を自ら考
え、解決する能力を身につけ、自ら進んで環境問題に取り組む人材を育てていくこと
が不可欠です。
そして、何よりも「行動」に結びつけていくための、環境教育・学習が必要です。
環境教育・学習は、つぎのようなプロセスを経て、具体的な行動を促し、問題解決
に向けた成果を目指すという一連の流れの中で行われることが効果的です。

（小澤紀美子東京学芸大学名誉教授による講演資料から）

その際、知識を一方通行に終始させるのではなく、その場や時期、学習の参加者に
応じた関連する話題と、学習することによって得る価値を述べて双方向のコミュニケ
ーションを行うことによって、参加者から気付きを引き出すことが重要です。
そして、環境教育・学習の実施にあたり、その活動が一連のプ
ロセスのどの段階に位置づけられるかを意識し、絶えず話題を発
展させていくことが大切です。
こうした効果的なプロセスを、家庭や学校、地域等の様々な場
にあてはめ、ワークショップや体験型の学習のほか、講座やイベ
ントの開催等といった楽しく学習できる機会の創出を図ります。

家庭での取組
家庭は、地域社会を構成する中で最も小さな主体で、人を育てる原点であり、日常
生活の場でもあります。人としての基本的な感覚や生活様式の基盤を形成するのは、
家庭でのしつけや習慣です。特に、一人ひとりが日常生活において、省エネや３R、
節水などの環境配慮行動を実践につなげていくためには、家庭における環境教育・学
習が重要となります。
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そのため、行政は市民活動団体（NPO法人等）及び事業者と連携し、日常の生活の
中で環境について考え、環境に配慮した行動を取り入れられるよう様々な情報の提供
や支援を行います。また、イベント等において親子でできる参加型の講座や、大人向
けの講習会などを開催しその参加を促進します。

関心の喚起（気づき） 日常生活や社会に目を向けさせ、課題への気づきにつなげる事例
・情報メディアによる伝達
・保育園、幼稚園や小学校低学年の児童の保護者同士の集まりや、町内
会、集合住宅の集会等での話題

・生活に密着した情報の提供
・環境関連イベント等への参加促進
・環境啓発教材等の作成・配布
・身近な公園等での自然観察 など

理解の深化（調べる） 課題についての情報収集を支援する事例
・インターネットによる環境情報の提供
・市民向けの講習会の開催、冊子の配布
・環境関連イベント等での関連情報の提供

思考力・洞察力
（考える）

整理・分析するうえで必要となる要素の身に付けにつなげる事例
・ＥＳＤ学習会の開催による解決に必要な能力・態度の身に付け
・参考となるＥＳＤの活動成果の事例発表

実践・参加
（変わる・変える）

家庭や地域での実践と、その評価の確認につなげる事例
・家族や地域住民と相談して進め、みんなで評価を確認する体制づくり
・自分の考えや課題が新たに更新され、探求の過程を繰り返す場づくり
・生ごみ堆肥をつくり、その成分分析と野菜づくりを体験する場づくり

図 川崎市環境副読本（小学校用）から引用
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職場での取組
地球温暖化や廃棄物問題などの様々な環境問題を克服し、将来にわたって安全で安
心に暮らせる持続可能なまちづくりのためには、事業者による環境と経済の好循環に
向けた取組の充実が必要です。
事業者が事業活動を行うにあたっては、製造業であれば製品の製造・運搬・使用・
廃棄などライフサイクル全体で環境負荷が小さくなるよう配慮することが大切です。
また、運送業であれば、低公害車の選択やエコドライブの実施などがあります。
このような取組を進めるため、事業者は、経営理念の中に、省エネルギーの取組や
廃棄物の発生抑制の取組など環境への配慮の考えを盛り込むとともに、社員向けの環
境教育・学習や環境マネジメントシステムを導入することにより、事業に携る社員の
環境に対する意識を高め、職場全体で環境対策に取り組むことが大切です。また、地
域社会の一員として、地域の環境保全活動への参加や支援が求められます。
そこで、行政は事業者に対して、環境情報の積極的な提供のほか、講演会の開催、

川崎市スマートライフスタイル大賞の受賞等の話題や地域の環境保全活動の報告など
の情報の共有を進めていきます。
また、市職員自らの環境配慮活動の実践のための職員研修も行います。
川崎市環境基本計画の事業者の環境配慮指針（抜粋）

川崎市スマートライフスタイル大賞の受賞例

図 第３回川崎市スマートライフスタイル大賞のホームページから引用
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地域での取組
川崎市は日本でも有数の産業と研究機関が集積した都市であるとともに、多摩丘陵
や多摩川、鶴見川などの河川、そして臨海部の海といった様々な自然環境を有する都
市であり、また、公害を克服していく過程で培った環境技術やそれらに関わってきた
多くの人材を有しています。
そして、地域には、自治会、町内会、こども会、婦人会、老人クラブなどの団体
や、環境保全活動に取り組む任意団体などがあり、環境美化活動、リサイクル、省エ
ネ、創エネ、緑化活動など様々な活動を行っています。
環境教育・学習を推進するにあたっては、これらの地域資源を最大限に活用し、川
崎らしい特徴・特性を活かした取組を実施することが大切です。
そのため、行政は市内の地域資源となる情報の積極的な発信のほか、地域の身近な

自然等をフィールドとした体験型の環境教育・学習を行うなど、地域資源を楽しく発
見、又は再認識しながら環境負荷の低減や自然環境の創出・保全等につながる取組を
推進します。

図 高津区の「エコシティたかつ」ホームページから引用

図 麻生区の里山フォーラム in麻生発行の里地・里山だよりから引用
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地域での取組について、身近な活動拠点となるのは区役所や身近な公園のほか、河
川や海岸等の自然環境があげられます。
例えば、多摩川では水辺の楽校のほか、ふるさと資産・遺産活用推進事業やかわさ
き多摩川博事業、夏休み多摩川教室、多摩川干潟観察会等が開催され、そのほかにも
矢上川での川の清掃活動や生息する生き物観察、市内を流れる他の河川やその流域で
の地域活動、東扇島東公園での生き物観察、生田緑地における自然観察会など、各種
のイベントが数多く開催されています。
また、高津区のエコシティたかつのような、ＮＰＯ法人、学校、区役所の連携によ
り、体験型の環境学習の場となるビオトープを小学校に整備している区もあるほか、
麻生区のように地元の市民や市民活動団体、大学等との連携により、里山フォーラム
を開催している区もあります。
このほか、各区の市民館等での市民講座、ワークショップ、イベント、講演会、シ
ンポジウムもあります。
さらに、ごみの分別方法についての学習として、町内会等に市の職員が訪ね、説明
をさせていただくふれあい出前講座も開催されています。
エネルギーについても、市民活動団体によるエネルギー負荷の比較体験等といった
省エネや太陽光を使用した自然エネルギーの活用体験等の学習も行われています。
区役所建物についても、新エネルギーの導入など、庁舎自体を身近な環境技術のシ
ョーウィンドウとして、見学が可能なところもあります。
このように地域での取組は様々な場所で行われています。これらの取組について、
さらに多くの方が関わり、その場所を拠点とした市民や団体同士のつながりを広げて
いくことが大切です。
このような取組や環境に配慮した行動の事例、地球環境にどう影響するかなどにつ

いて解説する資料の作成や、地域において率先して環境保全活動に取り組む人材の育
成も進めます。

身近な自然での生き物観察会の様子
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成長過程に応じた取組
環境教育・学習は、幼児、児童、生徒、成人等のそれぞれの段階で継続的に実施さ
れることが必要ですが、成長過程に応じて重視すべき課題の比重を変えていくことが
有効です。
幼児期から小学校低学年にかけての子どもは、自然体験や社会体験といった活動を
積み重ね、自然を感覚的に理解し、いのちを大切にする感覚を養い、感受性を豊かに
することが重要となります。
小学校中・高学年以上では、環境を客観的に認識し、概念的に理解する能力が育ま
れてくるため、自然の仕組みや自分たちの生活と環境との関わりを理解させ、問題解
決能力の育成を図ることが重要となります。
さらに中学生以上では、環境に関する事象の因果関係や相互関係について理解し、
環境問題を総合的に捉えることが可能となり、成長するにしたがって感性学習、知
識・技術の学習よりも参加・行動の学習が重要となってきます。

【参考イメージ】発達段階に応じた環境教育のアプローチ（感性→知識→行動）

  幼稚園   小学校   中学校   高校生以上
（生涯学習と環境教育（1992年 阿部治立教大学教授）の図を基に作成

自然とのふれ

あい等を通じた

感性の育成 

環境に関

する知識等

の習得 

環境保全活動の実践 
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幼稚園・保育所等での取組
幼児期より自然を大切に思う心を育てるため、幼稚園や保育所等の教職員や保護者
と連携し、幼児向けの環境教育・学習を推進していくため、幼児環境教育プログラム
の普及や教材の充実、研修の実施を図ります。

【幼稚園】 「幼児環境教育プログラム集」・「幼児環境プログラム集活用事例集」」
を川崎市と公益社団法人川崎市幼稚園協会と協働で作成し、市内幼稚園の
全教員に配布
幼稚園協会では、「幼児環境教育プログラム集」を活用した環境教育研修
を実施

【保育園】 ■大師保育園（川崎区）における「自然とふれあう、環境保育」

■川崎区「エコプロジェクト」
保育園の懇談会等で父親の参加を募り、地域の親子へ呼びかけ、一緒に
緑のカーテン植栽の講座を実施

■小学館アカデミーかりやど保育園（中原区）、小学館アカデミーむさし
しんじょう第２保育園（高津区）におけるみどりのあそび場
敷地内に可能な限り「地域本来の自然」を取り入れ、かりやど保育園で
は「見て、触れて、感じられる、地域の歴史と自然環境の融合」を、むさ
ししんじょう第２保育園では「「エコシティたかつ」の推進と縄文人から
続く生活の歴史」を開発コンセプトに、園内に自然と子どもたちが触れ合
える場を確保
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小・中学校での取組
小・中学校での環境教育・学習は、理科、社会科、家庭科など教科における学習を
はじめ、主体的に学び、問題を解決する資質や能力を育てることを目的とする「総合
的な学習の時間」等を活用することで、知識の習得による単なる学習に終わるのでは
なく、環境への理解を深め、行動に結びつけていくことができます。
子どもにとっては遊びを通じて学ぶ手法が有効ですが、指導にあたっては、体験や
遊びを行うこと自体が目的化されないよう、環境学習のねらいを明確に示し、その意
識づけを図ることが大切であることから、児童・生徒が楽しみながら学び、自然環境
や環境問題に対する関心や環境保全に参加する姿勢の定着に結びつくような環境教
育・学習を行うための教材の充実やモデル的なプログラム・活動事例の普及、教職員
の研修との連携などを進めます。
そして、大学・地域・企業等と連携し、それぞれがもつ知識や技能を児童・生徒に
伝えることも有効です。
また、児童・生徒が一日の大半を過ごす学習や生活の場としての学校施設への太陽
光発電等の新エネルギー設備の導入や校舎等の断熱性の向上など、学校施設の新築や
改修の際に環境に配慮した施設とすることや、緑化、ビオトープづくりなどの屋外教
育環境を整備・充実していくことも環境教育につながります。
副読本の作成 総合的な学習、社会科や理科などの複数の授業で環境教育を実施

■小学校用「わたしたちのくらしと環境」、「くらしとごみ」、
「川崎市の水道」、「川崎市の下水道」
■中学校用「あしたをつかめ Yes,We Can」
「川崎サイエンスワールド 世界に誇る先端科学技術」

出前授業 ■川崎市地球温暖化防止活動推進センタープロジェクトによる出前授業
■出前ごみスクール
■水辺の楽校、特定非営利活動法人鶴見川流域ネットワーキング、矢上
川で遊ぶ会、多摩川クラブによる出前講座
■市内事業者による出前講座
■環境総合研究所、建設緑政局緑政部（里山がフィールド）の出前講座
■上下水道出前教室

施設見学 ■処理センター(ごみ焼却処理施設）、浄水場、水処理センター等の施設見学
■夏休み上下水道教室等の施設見学を組み込んだ講座・イベントの開催

補助啓発資料 ■水辺の生きもの
■大切な大気のはなし

ビオトープ作り ■エコシティたかつ学校流域プロジェクト 高津区内小学校、市立中央
支援学校
■幸区下平間小学校､西御幸小学校､夢見ヶ崎小学校､宮前区土橋小学校､
多摩区下布田小学校、生田中学校、麻生区岡上小学校、虹ヶ丘小学校

学校への環境教
育支援

■ゲストティーチャー、見学先や活動の場等の情報の提供
■環境教育施設等の実施するイベント情報の提供、
■教員向け環境教育補助教材の作成、総合教育センターとの連携
■地域の寺子屋事業

保護者向け ■エコ・クッキングの開催
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高等学校・大学での取組
高等学校等では、自然や環境を守り、環境問題や人間をとりまく様々な問題を解決
するための具体的な行動を実践することが環境教育・学習の中心となることから、発
展的かつ専門的な環境教育・学習が必要となります。新学習指導要領（平成 21年告
示）では各教科において持続可能な社会の形成に向けた学習が盛り込まれています。
また、大学では、市内の各大学の特色を活かした地域との連携・交流が進められて
おり、明治大学においては麻生区の黒川農場における環境・自然・地域との共生によ
る『未来型アグリ・エコファーム』をコンセプトとした地域との連携、専修大学にお
いては課題解決型インターンシップとして大学と地域の企業・商店街・ＮＰＯ法人等
が協力して、自然・環境を含めた課題を解決する取組を進めています。
和光大学においても、学生サークルが主体となって地域や学校等と連携し、岡上地

域や鶴見川流域における足もとからの自然保護等の活動に取り組んでいます。
こうした高等学校における持続可能な社会の構築に向
けたカリキュラムや大学との連携、大学生による自主的
な地域社会への参画の流れを有効に活用し、地域の環境
教育・学習をさらに活性化していく必要があります。
そのため、高等学校や大学と、行政、事業者、市民活
動団体（NPO法人等）が協働・連携した地域での環境保
全活動の実践に向けて、情報共有や、地域環境リーダーの育成等の支援を進めます。

図 和光大学の足元からの環境共生プロジェクトのパンフレットから引用
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自発的な意思を尊重した取組
環境に対する問題意識や使命感、興味等に関する自発的な意思が、活動を始めるき
っかけや活動を継続していく動機となり、また、先進的で独創的な取組の原動力とな
るため、環境教育・学習の実施にあたって、参加者の自発的行動を引き出し促進する
ことが大切です。
そのため、実践した環境教育・学習の成果を発表しあうエコ・フェスタかわさき等

の交流の場の提供に努めるほか、環境功労者表彰等での活動の表彰も行います。

効果的な情報発信
協働の参加主体同士のコミュニケーションを円滑化し、相互理解と信頼醸成を図る
ためには、各主体が、それぞれの有する情報を公開し、共有することが重要です。
そのため、行政と各主体における日頃からのコミュニケーションを保ちながら、各
主体による活動内容を把握し、例えば、環境月間や夏休み期間等の時期に応じた市全
体の環境関連情報の効果的な発信を図るなど、各主体の行う環境教育・学習の取組状
況を積極的に公開していきます。
また、協働を進め、市が行う政策を効果的に実施するためにも、政策の実施段階の
みならず、計画段階から多様な主体が参加する機会を設けることが重要であることか
ら、市が取り組む環境政策に関する情報についても、インターネットや月刊情報誌
「環境情報」により的確に公開していきます。
さらに、地域の取組を次世代につなげるためには、地域住民自らが川崎への地元愛
を育み、川崎を良くしたいという気持ちになることが重要であることから、川崎への
愛着・誇りを醸成する魅力発信も進めます。
【年間の主な環境関連の取組、記念日、季節情報等】

1月 ●エコ・フェスタかわさき
2月 ●川崎国際環境技術展、●エネルギー・環境子どもワークショップ in 川崎
3月 ●春の動物園まつり、・ウグイスの初鳴き、・モモ、ソメイヨシノの開花
4月 ・モンシロチョウ、ツバメが見られる、・多摩川梨の開花、・アユの遡上

・4月 19日 飼育の日、・4月 23日 29日 みどりの週間
5月 ●花と緑の市民フェア

・5月 22日 国連生物多様性の日
・5月 3日 ごみの日、5月 30日 ごみゼロの日
・5月 30日 6月 5日 ごみ減量・リサイクル推進週間
・ゲンジボタルが見られる

6月 ●環境月間関連事業、・6月 5日 環境の日
7月 ●多摩川教室等の各種の夏休み親子教室

・ニイニイゼミ、クマゼミ、ミンミンゼミが鳴く
8月 ●星空ウォッチング等の各種の夏休み親子教室

・最高気温となる頃、・ツクツクボウシが鳴く
9月 ●秋の動物園まつり

・多摩川梨の収穫、・アキアカネが見られる、・ぎんなんがなる
10月 ●3R（リデュース・リユース・リサイクル）推進月間関連事業

●市民 100万本植樹運動
・ハナミズキの紅葉が見られる

11月 ●花と緑の交流会、・イチョウの紅葉が見られる
12月 ●大気汚染防止推進月間、地球温暖化防止月間関連事業
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第８章 基本的な方向性Ⅲ 人材育成とその活用「活かす」
市民や事業者への環境教育・学習の
実施により、環境保全のために求めら
れる人間像（12ページ参照）として、
地域や職場、学校等で環境教育・学習
や環境保全活動を率先して行う人材を
育成するとともに、その人材が活動で
きる場や機会の拡充も大切です。
また、環境教育・学習は、単に知識として一時的に習得させるだけでなく、繰り返
し学習し、地域や家庭、職場などで実践し、その取組をさらに周囲に広めて、次世代
にも伝えてもらうことで、持続可能な社会の担い手を育むことが重要です。
こうしたことから、様々な主体による地域等における環境保全活動に活かす仕組み
づくりとして、様々な主体をつなぐコーディネーターや自発的な行動を促すファシリ
テーターの育成や環境教育の活動の場となる環境教育・学習に係る拠点・施設の充実
を進めます。

コーディネーターやファシリテーターの育成とその活用
異なる考え方を持つ各主体同士で相互理解を深め、合意形成し、ネットワークを形
成していくにあたっては、主体間の違いを埋め合わせ、つなげる役割をもった調整役
（コーディネーター）の存在が重要となります。
さらに、適切な協働・連携の相手が見つからない場合においても、コーディネータ
ーによる紹介が有用となります。
そこで、環境保全について異なる認識を持つ様々な人や組織の間の調整やネットワ
ークづくりを担うコーディネーターとして、川崎市や地域の環境教育の拠点となる市
民団体等による中間支援組織が機能するとともに、地域や職場の中で、より良い環
境、より良い地域を創っていこうとする意識を高めていく立場となる地域環境リーダ
ーによるコーディネートも支援していきます。
また、各主体から問題意識や意欲を上手に引き出し、それらの内容を明らかにする
ことを助け、自発的な行動につなげていく役割を持った促進役（ファシリテーター）
も、ネットワーク形成のためには重要となることから、地域環境リーダー育成講座に
おいてファシリテーターの養成も行っていきます。
また、これらのコーディネーターやファシリテーターとなる人材を環境教育支援ポ

ータルサイト等で広く紹介するなど、効果的な人材活用による環境教育の一層の推進
を図ります。
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地域環境リーダー等の活用イメージ

地域環境リーダー育成講座は平成 27年度で第 18期目となり、合計約 300名の方が
地域環境リーダーとなり、地域や職場で精力的に環境保全活動に御尽力されている方
が多数おり、学校等への出張出前講座をはじめ、川崎市地球温暖化防止活動推進員と
しての活躍等、様々な主体と協働・連携した活動に率先して取り組む方も少なくあり
ません。このような人材を育て、持続可能な社会づくりを進めていくため、地域環境
リーダー育成講座では、コーディネーターやファシリテーターの育成を進めます。
また、地域環境リーダー育成講座の応募資格は、川崎市在住、在勤又は在学の 18
歳以上で、身近な環境や環境問題、環境保全活動に関心があり、今後、地域や職場で
環境学習や環境保全活動をしてみたいと考えている方としていますが、以前受講され
た方は応募資格が現在のところありません。しかし、地域での環境保全活動の実践の
なかで、新しい知見の習得や、復習による学びなおし、そして新たな交流の機会の創
出なども重要となりますので、地域環境リーダー育成講座へのステップアップ講座の
組み込みなどについても検討を進めます。
さらに、講座受講への応募数を増やすた
め、講座の内容をより魅力的なものとする
ほか、これまでの修了生の活動内容から地
域環境リーダーの役割を理解してもらうと
ともに、定年退職後の方々や、大学生など
に積極的にアプローチするなど、地域環境
リーダー数の拡大に努めます。

コーディネーター 
・中間支援組織（環境教育関連のＮＰＯ法人等） 
・川崎市環境局

川崎市 市民活動団体 

地域環境リーダー等

学校等 事業者 

育成講座の実施 地域で活動 出張出前講座 
職場で実践 

参加・連携 

ファシリテーターとして 
地域環境リーダー等 

地 域 

地域環境リーダー育成講座
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【活かす取組例】
※事業の実施において、市民や市民活動団体が講師やスタッフとして活動するなど
で環境教育に関わる人材が活躍できる場を提供している事業
経済労働局 ●上海市環境技術研修（NPO）
環境局 ●環境科学教室等

●生ごみリサイクルリーダーの派遣
●エコドライブ講座（事業者）

建設緑政局 ●ふるさと資産・遺産活用推進事業（NPO）
●水辺の楽校プロジェクト（NPO）
●かわさき多摩川博事業（NPO）

川崎区役所 ●川崎区エコプロジェクト事業
幸区役所 ●夢見ヶ崎公園花壇花植え事業
中原区役所 ●中原区エコカフェ
高津区役所 ●「区民ミニ・ガーデン」連絡会
宮前区役所 ●花と緑のあふれる住みよいまちづくり事業（市民活動団体）
多摩区役所 ●多摩区エコロジ―ライフ事業（市民活動団体）
麻生区役所 ●エコのまち麻生推進事業（市民活動団体）

環境教育・学習に係る拠点・施設の充実
川崎市には、市等の公の施設のほか、環境教育等促進法に基づく環境教育に係る体
験の機会の場など、多くの環境教育・学習拠点や関連施設があります。これらの施設
で様々な体験をし、そして育成した人材が実践の場として最大限に活用する機会を増
やすため、それぞれの施設が連携・協力しながら関連情報の積極的な発信による施設
の利用促進を図ります。
また、体験の機会の場の認定を拡大していくなど、体験・実践できる施設の充実を
図るほか、パネル展の開催など、拠点からの情報発信の強化にも努めます。

市内の環境教育・学習拠点、関連施設
川崎区 （環境全般）環境総合研究所、かわさきエコ暮らし未来館

（ごみ）浮島処理センター、堤根処理センター
（水辺）大師河原水防センター
（水環境）入江崎水処理センター、入江崎総合スラッジセンター
（その他）川崎マリエン

幸区 （生物・自然）夢見ヶ崎動物公園
（水環境）加瀬水処理センター

中原区 （水環境）等々力水処理センター
高津区 （温暖化）CCかわさき交流コーナー

（ごみ）橘処理センター、橘リサイクルコミュニティセンター
多摩区 （自然）生田緑地ビジターセンター、かわさき宙と緑の科学館

（水辺）二ヶ領せせらぎ館
（緑化）緑化センター
（農業）農業技術支援センター
（水環境）長沢浄水場

麻生区 （ごみ）リサイクルパークあさお
（自然）黒川青少年野外活動センター
（水環境）麻生水処理センター
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環境教育に係る体験の機会の場に認定している民間事業者（５か所）
昭和電工(株)
川崎事業所

使用済みプラスチックのアンモニア原料化を通じた環境教育（分別体
験、化学実験、事業所見学等）

(株)ショウエイ ろ過装置を利用した水、熱、電気の省エネ（ろ過実験、事業所見学等）
富士通(株)川崎工場 パソコン分解を通じて学ぶ 3R（パソコンの分解体験・事業所見学）
明治大学黒川農場 アグリサイエンスアカデミー（農業体験等）
東京ガス(株)
東京ガスキッチンランド川崎 環境に配慮した食の取り組み（講座、調理実習） 

コラム⑥「環境省による体験の機会の場の認定制度」
環境教育等促進法第 20条に基づき、個人や民間団体が所有する自然体験活動等の体験の機
会の場（土地又は建物）を都道府県知事（指定都市等の長）が認定する制度。川崎市では
認定手続きの積極的な支援により、数多くの事業所等を認定しています
認定の主な要件は、環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと、事業の参加者及
び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること、利益の分配その他営利を
主たる目的とするものではないこと、事業に３年以上従事した経験若しくは同等以上の知
識及び技能を有すること、当該事業が行われる土地や建物について安全の確保その他適切
な管理が行われていることとしています。

川崎市における体験の機会の場の認定手続きフロー図
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環境省作成の「体験の機会の場の認定制度」パンフレットから引用
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第９章 環境教育・学習の推進と進行管理

環境教育・学習の推進体系
市内で取り組む環境教育・学習について、これまでの実施結果を基に、「つなが
る」、「伝える」、「活かす」のカテゴリーごとに整理します。

事業内容 主な実施主体 川崎市環境基本
計画年次報告書

Ⅰ 協働取組の推進「つながる」
１ 川崎の地域資源を活用したつながり
 1「環境技術の集積」でつながる

川崎国際環境技術展イベント 経済労働局 Ⅴ―１－１－１
川崎ゼロエミッション工業団地でのエコイベント 経済労働局 Ⅴ―２－１－１
その他先端技術見本市や施設見学等 経済労働局 Ⅴ―１、Ⅴ―２
海外研修生等の受け入れ 環境局、上下水道局 Ⅴ―２－３－１

2「河川や丘陵地等の豊かな自然」でつながる
生田緑地等での自然観察会 教育委員会事務局 Ⅲ―４－３－２
河川や港での自然観察会 建設緑政局、環境局 Ⅲ―４－３－２
里地里山や公園等での自然観察会 建設緑政局、区役所 Ⅲ―４－３－２

3「数々の環境教育・学習の拠点」でつながる
環境総合研究所 環境局 Ⅵ―１－１－１
かわさきエコ暮らし未来館、ＣＣかわさき交流コーナー 環境局 Ⅵ―１－１－１
処理センター、リサイクルパークあさお 環境局 Ⅵ―１－１－１
緑化センター、生田緑地 建設緑政局 Ⅵ―１－１－１
水辺の楽校 建設緑政局 Ⅵ―１－１－２
かわさき宙と緑の科学館 教育委員会事務局 Ⅵ―１－１－２
黒川青少年野外活動センター 教育委員会事務局 Ⅵ―１－１－２
農業技術支援センター 経済労働局 Ⅵ―１－１－１
長沢浄水場、水処理センター 上下水道局 Ⅵ―１－１－１
体験の機会の場認定事業所 環境局 Ⅵ―１－１－２
その他の施設の環境配慮機能の視察等 関係局・区役所 Ⅵ―１－１－１

4「地域における活発な取組」でつながる
市内統一美化運動、多摩川美化活動 市民・こども局 Ⅲ―２－３－２
その他のイベントでの環境学習の組み入れ 各局・区役所 Ⅵ－１－１－２

２ 環境教育・学習に関する協働への支援
市民活動助成金等支援 市民・こども局 経済的手法の活用

植樹用の苗木配布等の地域活動への支援 建設緑政局ほか Ⅲ―１－３－３
環境教育支援ポータルサイトの運営 環境局 Ⅵ―１－１－１
国等の関係機関との連携による協働支援 環境局 Ⅵ―１－１－２
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Ⅱ 環境教育・学習を地域で実践「伝える」
１ 関心を引きつけて参加を促す取組
 1 家庭での取組

市民向けの講習会、冊子配布 各局・区役所 Ⅵ―１－２－１
環境啓発教材の作成 各局・区役所 Ⅵ―１－２－１
親子を対象としたイベント 各局・区役所 Ⅵ―１－１－１
インターネットによる環境情報・生物情報の発信 環境局 Ⅵ―１－１－１

  2 職場での取組
事業者向けの講習会、研修、説明会、支援 各局・区役所 Ⅵ―１－１－２
行政の職員研修等、環境保全活動の率先 各局・区役所 Ⅵ―３－１－１

  3 地域での取組
地域住民組織の活動支援 区役所 Ⅵ―１－１－２
エコシティたかつ 高津区役所 Ⅵ―１－１－２
地域課題解決事業、市民自主事業 区役所 Ⅵ―１－１－２

２ 成長過程に応じた取組
 1 幼稚園・保育所等での取組

幼児環境プログラム 環境局 Ⅵ―１－２－３
保育園での環境教育 環境局ほか Ⅵ―１－２－３

2 小・中学校での取組
環境副読本の作成・配布 関係局 Ⅵ―１－２－１
キッズ版の冊子、ホームページ 関係局 Ⅵ―１－２－１
小・中学校への出張出前講座 関係局・区役所 Ⅵ―１－２－２
教員向けの研修、学習会等 教育委員会事務局 Ⅵ―１－２－２

  3 高等学校・大学での取組
高等学校、大学での環境学習、イベント開催等 関係局 Ⅵ―１－２－２

３ 自発的な意思を尊重した取組
エコ・フェスタかわさきなどの交流会 環境局 Ⅵ―２－３－２

４ 効果的な情報発信
環境情報を中心とした効果的なＰＲ活動 関係局 Ⅵ―２－３－１

Ⅲ 人材育成とその活用「活かす」
１ ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰやﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰの育成とその活用

地域環境リーダー育成講座 環境局 Ⅵ―１－３－１
里山ボランティア等の人材育成講座 関係局 Ⅵ―１－３－１

２ 環境教育・学習に係る拠点・施設の充実
体験の機会の場認定制度の運用 環境局 Ⅵ―１－４－１
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市民及び事業者との協働体制の整備
川崎市環境基本条例第３条では、環境政策の基本原則として、「市民の参画と協
働」を掲げており、また、第７条では施策の実施に当たっては、適切な市民参加の方
策を講ずるよう努めることとされています。
環境教育・学習の推進に当たっては、市民の主体的参画と市民、事業者及び行政相
互の連携の強化が求められていることから、市民、事業者及び行政の協働による環境
教育・学習の推進のための仕組みづくりを進めていきます。

年度ごとの事業実績及び事業計画の作成
環境教育・学習の計画的、効果的な実施に役立てる
ため、毎年度、環境教育・学習の実績報告及び実施計
画を環境基本計画年次報告書により把握し、その報告
を基に「川崎市環境教育・学習事業実施結果一覧」と
してとりまとめ、ホームページでの公開、図書館、市
民館での閲覧により、公表していきます。
また、この実績報告から、川崎市環境教育・学習推
進会議において事業の進捗状況を確認するほか、課題
等を把握し、解決に向けた検討を進め、必要に応じて
見直しを図ることとします。
この基本方針を基に、おおむね 10年間、環境教育・学習を推進することとし、こ
の見直しにあたっては、市民や事業者等が参画し、検討を進めることとします。

コラム⑦ 環境教育・学習の評価手法
環境教育・学習の推進については、教育は短期的に効果を評価できるものとでき
ないものがあり、短期的な評価だけに着目することで、その評価につながるものし
か教育を受けず、または学習せず、あるいは個性を見えなくする弊害も発生する可
能性があります。
そのため、評価手法については、国等における開発の動向を注視しつつ、当面は
市民アンケートによる環境配慮への意識や、市内外の川崎のイメージ調査等の調査
結果と環境教育・学習の実施件数や参加人数などの事業の進捗状況を基にした点検
を行っていきます。
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（参考）法で規定する行動計画との整合性
環境教育等促進法第 8条に規定する行動計画の作成にあたり、国の基本方針の中か
ら盛り込むべき項目が定められています。川崎市環境基本計画にはこれらの項目がす
べて掲載されていることから、当該行動計画は川崎市環境基本計画で対応します。

川崎市環境基本計画

ア地球温暖化問題等の課題に自ら進んで取り組むことの重要性
イあらゆる主体に取組が広がっていくことの重要性
ウ家庭、学校、職場、地域等における環境保全活動及び環境
 保全の意欲の増進を進める環境の整備

ア環境教育がはぐくむべき能力 Ⅳ―１－２ 学校における推進
イ環境教育に求められる要素 Ⅳ－１－１ 地域等における推進

ア対等な立場と役割分担 Ⅳ―２ 環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの推進
イ相互理解と信頼醸成
ウ調整役（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）や促進役（ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ）の活用 Ⅳ―１－３ 人材育成の推進
エ情報公開と政策形成への参画 Ⅳ―２－３ 環境情報の共有化

ア国民、民間団体、事業者等との連携
イ自発的な意思の尊重
ウ適切な役割分担
エ参加と協働
オ公正性、透明性の確保
カ継続的な取組
キ自然環境をはぐくみ、維持管理することの重要性への理解 Ⅲ―１－１ 緑地の保全
ク様々な公益への配慮 Ⅳ―１ 環境教育・環境学習推進

ア環境教育を進める手法の考え方 Ⅳ―１ 環境教育・環境学習推進
イ環境教育を進めるための施策の考え方 Ⅳ－１－１ 地域等における推進

ア学校における環境教育
イ学校の教職員の資質の向上
ウ社会等幅広い場における環境教育の推進
エ人材の育成・活用
オプログラムの整備
カ情報の提供
キ各主体の連携
ク環境教育の更なる改善に向けた調査研究

ア環境に関する研修等の充実 Ⅳ―１－３ 人材育成の推進
イ環境に関するボランティア活動の促進 Ⅳ―２ 環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの推進
ウ情報の提供、表彰 Ⅳ―２－３ 環境情報の共有化

ア政府の拠点機能整備
イ地方公共団体の拠点機能整備に対する支援

ア政府の保有する情報の積極的公表
イ公表された情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供

ア国際的な動きを踏まえた国内での対応
イ国際社会との協力

計画の推進体制

Ⅳ―１ 環境教育・環境学習推進

Ⅳ―２－１ 市民・事業者等との協
働の推進

Ⅳ―１－２ 学校における推進

Ⅳ―１－４ 環境教育・環境学習に
係る拠点・施設の充実

 の推進のための施策
(２) 環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組

①学校、地域、社会等幅広い場における環境教育

②環境教育の推進方策に関する考え方

Ⅳ―１－４ 環境教育・環境学習に
係る拠点・施設の充実

 の推進に関し政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

 の推進に当たっての基本的な考え方

 取組に関する考え方
①環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働

２環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組

(１) 環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組

③協働取組についての取組の方向

②環境教育の推進方策についての取組の方向

Ⅳ―２－３ 環境情報の共有化

⑨国際的な視点での取組

Ⅴ―２ 環境技術による国際貢献

３その他の重要事項
(１) 各主体間の協働取組

国の基本方針のうち、行動計画に盛り込むべきとされている項目
１環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組

(３) 取組の基本的な方向

①政府と国民、民間団体、事業者等との協働取組における留意事項

⑤拠点機能整備

⑥体験の機会の場の認定
⑧情報の積極的公表

②職場における環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境

 の推進に関する基本的な事項

①環境保全活動及び環境保全の意欲の増進についての取組の方向

 教育並びに協働取組
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